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                                                                   別 紙 

１ 目的 

令和６年度自衛隊施設整備関連予算においては、防衛力整備計画の隊員の勤

務環境改善等の観点から、早期に効果を発生させる必要がある事案について、

要求機関との調整により、同一年度に「調査」、「設計」及び「工事」の予算を

計上している。 

これらの工事を標準図等活用発注方式（Ｂ－３方式）で発注する場合は、入

札参加者に、当初発注時の積算や設計完了後の契約変更時の積算などの手法を

適切に理解して入札してもらう必要があることから、積算の手法に関する事項

の特記仕様書の記載について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 当初発注時の積算 

  当初発注時は、数量表に記載した数量及び仕様により工事費の算出を行い、

その積算方法は、積算基準類等により算出する。ただし、見積を活用する積算

方式（見積活用方式）の試行について（防整整第２２１６４号。令和６年９月

２７日）の適用条件に該当する場合は、同文書に基づき、必要な事項を特記仕

様書に明記すること。 

 

３ 変更契約時の積算 

 （１）材料等の価格等 

変更契約時の単価及び価格は、原則として原契約のものとし、新規項目に

ついては、変更契約時の最新の現場渡し価格とする。また、単価及び価格は、

消費税等相当額を含まないものとする。 

       

（２）工事費の変更契約における見積価格の採用について 

工事費の変更契約を行うに当たり、新たな項目を追加する場合又は当初の

条件を大幅に変更する場合における変更契約時の単価及び価格は、積算基準

類等により算出した単価及び価格と受注者の実勢価格との乖離があり、受注

者から提出された見積の単価及び価格の妥当性が確認できる場合は、見積を

活用する積算方式（見積活用方式）の試行について（防整整第２２１６４号。

令和６年９月２７日）に準じて受注者から提出された見積価格を採用するこ

とができるものとする。 

新たな項目を追加する場合又は当初の条件を大幅に変更する場合に行っ

た受発注者間での見積活用のための協議等の過程や結果については、工事打

合せ簿を作成すること。 

なお、当初の条件を大幅に変更する場合とは、整備内容、施工条件、機器

等の仕様等の変更及び工種の追加などこれに類する変更を想定している。 

 



 

４ 特記仕様書への記載例 

  特記仕様書には、建設工事標準図等活用発注指針について（防整技第７３９

４号。２８．４．１）に基づく記載内容の他、次の内容を明記する。 

  

【当初発注時の積算】 

● 本工事は、配付された標準図などの図面から数量を拾い積算を行わず、あ

くまでも数量表に記載した数量及び仕様により工事費の算出を行う。 

本工事における積算方法は、当省が公表している積算基準類等により算出

している。 

  

（ただし、当該標準図等活用発注方式でない場合においても、見積活用方式

を適用し、積算を実施している場合は、見積を活用する積算方式（見積活用

方式）の試行について（防整整第２２１６４号。令和６年９月２７日）に基

づき、必要な事項を特記仕様書に明記すること。） 

 

【設計完了に伴う変更契約時の積算】 

● 工事費の変更契約を行うに当たり、新たな項目を追加する場合又は当初の

条件を大幅に変更する場合における変更契約時の単価及び価格は、積算基準

類等により算出した単価及び価格と受注者の実勢価格との乖離があり、受注

者から提出された見積の単価及び価格の妥当性が確認できる場合は、見積を

活用する積算方式（見積活用方式）の試行について（防整整第２２１６４号。

令和６年９月２７日）に準じて受注者から提出された見積価格を採用するこ

とができるものとする。 

新たな項目を追加する場合又は当初の条件を大幅に変更する場合に行っ

た受発注者間での見積活用のための協議等の過程や結果については、工事打

合せ簿を作成すること。 

  なお、当初の条件を大幅に変更する場合とは、整備内容、施工条件、機器

等の仕様等の変更及び工種の追加などこれに類する変更を想定している。 

  変更契約時の協議及び積算作業については、付紙のフロー図を参考に実施

する。 

 

５ 特例 

本指針により難い場合は、整備計画局施設整備官と調整の上、実施するものと

する。 

 

  



 

付 紙 

 

変更契約時の協議及び積算作業のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計完了 

発注者は、積算基準類等により直接工事費等を算出 

受注者は、発注者より提供された設計図面等により直接工事費等を算出

し、見積書を発注者へ提出 

発注者は、提出された受注者見積書を確認し、積算基準類等により算出し

た内訳書を基に、受注者と協議 

変更契約 

手続 

協議が整わない場合 

発注者は、提出された見積書と積算基準類等により算出した内訳書を比較

し、それぞれの単価及び価格に差があり、積算基準類等により算出した単

価及び価格を採用できないものについて、受注者に対して、見積の単価及

び価格の根拠資料の提出を依頼 

協議が整った場合 

※根拠資料は、材料費、労務費とその根拠となる見積等 

発注者は、提出された根拠資料などを確認の上、その単価等の妥当性が確

認できた場合は、これを採用し、改めて直接工事費等を算出し、発注者と

受注者間で設計変更協議 

協議了 

変更契約 

手続 

※新たな項目を追加する場合又は当初の条件を大幅に変更する場合に行った受発注

者間での見積活用のための協議等の過程や結果については、工事打合せ簿を作成す

ること 


